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はじめに 

フレックスタイム制と裁量労働制（専門業務型・企画業務型）は、労働の時間配分を労働者にゆだねること

から、仕事のやりがいやワーク・ライフ・バランス向上の効果が期待できる。 

本論文では、弾力的労働時間制度の中からこの２つの制度を考察する。まずそれぞれの制度を概観した後、

それぞれの制度が仕事のやりがいやワーク・ライフ・バランスにもたらす効果をデータから確認する。その

上で、仕事のやりがいとワーク・ライフ・バランス向上を両立させるには何が必要なのかを検討する。 

 

Ⅰ フレックスタイム制と裁量労働制に期待できる効果 

 労働基準法は、使用者は労働者に 1 日 8 時間・1 週 40 時間を超えて労働させてはならないと定めている。

この法定労働時間を超えて労働をさせるには、36 協定の締結が必要となり、時間外労働には割増賃金が発生

する。 

 フレックスタイム制とは、一定の期間（清算期間）において労働者が労働すべき総労働時間をあらかじめ

労使間で定めておき、日々の始業・終業時刻、労働時間の決定を労働者自身にゆだねる制度である。清算期

間の総労働時間が、期間を平均して週の法定労働時間を超えない範囲においては、１週および１日について

法定労働時間を超えて労働させても時間外労働とはならない。 

 フレックスタイム制では、仕事のやりがいとワーク・ライフ・バランス向上の効果が期待できる。労働の

時間配分が労働者にゆだねられることは、労働者の権限が大きくなるという意味で仕事のやりがいにつなが

るし、仕事と生活の両立がしやすくなるという意味でワーク・ライフ・バランス向上につながる。例えば、

仕事量が少ない時は早く帰宅することができるし、子どもの行事に合わせた働き方や子どもの体調不良など

に臨機応変な対応もしやすくなる。また夫婦でフレックスタイム制を活用することで子育てや育児の分担も

しやすくなる。 

 裁量労働制には、専門業務型と企画業務型の 2 種類があるが、いずれも｢実際に労働した時間数にかかわら

ず、予め決めた時間だけ働いたとみなす」制度である。 

 専門業務型裁量労働制とは、｢業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆ

だねる必要があるため当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し具体的な指示をすることが困難な

ものとして命令で定める業務については、実際の労働時間数に関係なく、労使協定で定めた時間数労働した

ものとみなす」制度である。 

 企画業務型裁量労働制とは、｢事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であっ

て、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があ

るため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務｣

に、それを｢適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者｣が就く場合に、実際の労働時間数に関係な

く、労使委員会で定めた時間数労働したものとみなす制度である。 

 裁量労働制では、使用者による具体的な指示は無く、仕事の進め方や時間配分が労働者の裁量にゆだねら

れることから、ワーク・ライフ・バランス向上はもとより、フレックスタイム制以上に仕事のやりがいの向

上が期待できる。 



Ⅱ フレックスタイム制と裁量労働制が仕事のやりがいやワーク・ライフ・バランスにもたらす効果 

 佐藤（2008）は、電機連合（2007）の調査データを用いて、勤務形態と「仕事のやりがい感」「ワーク・ラ

イフ・バランス満足度」について分析している。それによると、弾力的労働時間制度は通常勤務制と比較し

て｢仕事のやりがい感｣は高いが、｢労働時間｣は長く、｢ワーク・ライフ・バランス満足度｣が低くなっている。

また弾力的労働時間制度の中でフレックスタイム制と裁量労働制を比較してみると、フレックスタイム制よ

りも裁量労働制の方が、｢仕事のやりがい感｣は高いが、｢労働時間｣は長く、｢ワーク・ライフ・バランス満足

度｣が低くなっている。このことから、弾力的労働時間制度（とくに裁量労働制）では、ワーク・ライフ・バ

ランス向上の効果がみられないといえる。 

 また JILPT（2022）で勤務時間制度別の労働時間分布（2020 年 10 月）をみてみると、過労死ラインに相当

する「月 200〜240 時間未満」と「月 240 時間以上」の分布状況は、通常の勤務時間制度で 18.8%と 6.3%、フ

レックスタイム制で 21.3%と 6.0%、裁量労働等で 24.8%と 11.4%となっている。ここでも通常の勤務時間制度

よりも弾力的労働時間制度の方が長時間労働となっており、フレックスタイム制よりも裁量労働等の方が長

時間労働となっている。 

 

Ⅲ 仕事のやりがいとワーク・ライフ・バランス向上を両立させるには何が必要なのか 

 佐藤(2008)は、職場成員への仕事量の裁量度の適切な付与など仕事管理（１階部分：職場レベル）が適正

でないと、その上に弾力的労働時間制度（２階部分：制度レベル）を乗せても、その本来的利用である仕事

のやりがいやワーク・ライフ・バランス向上（３階部分：運用レベル）にむすびつかないとする「弾力的労

働時間制度運用適正化の三層構造」を提示している。筆者はその指摘に同意しつつ、次のように考える。 

 仕事量=労働者数×労働時間とするならば、労働時間=仕事量/労働者数となる。労働時間を短くしてワーク・

ライフ・バランス向上を図るには、仕事量を減らすか、労働者の人数を増やす以外にない。ところが仕事量

や労働者数の計画は、基本的に企業が行うのでなかなか動かせないというのが通常である。そこで筆者は、

計画段階での労働組合による発言の強化と割増賃金の割増率の引き上げを提案する。労働組合が計画段階か

ら適正な労働時間となるように仕事量や労働者数をチェックする必要がある。また時間外労働をさせるより

も新たに労働者を雇用した方が低コストとなるまで割増賃金の割増率を引き上げるべきである。 

 

むすび 

 弾力的労働時間制度には、仕事のやりがいやワーク・ライフ・バランス向上の効果が期待できるが、実際

には労働時間は長く、ワーク・ライフ・バランス向上の効果がみられていない。弾力的労働時間制度を効果

的に活用していくためには、仕事量をコントロールできる職場環境が必要である。そのためには、計画段階

での労働組合による発言の強化と割増賃金の割増率の引き上げが効果的だと考える。 
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